
国立大学法人大阪大学任期付嘱託職員等給与規程 
 

 
第1章 総則 

 
(目的) 

第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学(以下「大学」という。)に勤務する職員のうち、国立大学法人大阪大学任期付嘱託職

員等就業規則(以下「就業規則」という。)の適用を受ける者(以下「職員」という。)について、同規則第19条の規定に基づき、

その給与に関する事項を定めることを目的とする。 
 

(法令との関係) 
第2条 職員の給与に関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるもののほか、

この規程の定めるところによる。 
 

(給与の種類) 
第3条 職員の給与は、基本年俸及び諸手当として支給する。 
2 諸手当は、通勤手当、高所作業手当、爆発物取扱等作業手当、死体処理手当、放射線取扱手当、異常圧力内作業手当、夜間看

護手当、夜間診療等手当、災害派遣医療等手当、超過勤務手当、休日手当及び夜勤手当からなるものとする。 
 

(給与の支給日等) 
第4条 基本年俸(1週当たりの所定労働時間数が35時間に満たない者については、国立大学法人大阪大学任期付嘱託職員等の労

働時間、休日及び休暇等に関する規程(以下「労働時間規程」という。)第3条第1項第2号の適用を受ける者(以下「パートタイ

ム勤務嘱託職員」という。)に適用される基本年俸額に、その者の1週当たりの所定労働時間数を35で除して得た数を乗じて得

た額とする。)は、その12分の1の額を月額基本給(以下「基本給」という。)として、毎月21日に支給する。ただし、21日が労

働時間規程第8条第1項第1号から第3号までに規定する所定休日(以下この項において「所定休日」という。)に当たるときは、

21日の直前の所定休日以外の日にこれを支給する。 
2 前項に規定する基本給に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の基本給とする。 
3 基本給は毎月末を締切日とし、各月の末日までに、欠勤等の事由により、前項の規定に基づき支給した基本給と本来支給すべ

き基本給との間に過不足が生じた場合には、原則として、翌月の基本給において、これを清算する。ただし、やむを得ない事

由がある場合には、その清算時期を遅らせることがある。 
4 通勤手当は、基本給の支給日に支給する。 
5 諸手当（通勤手当を除く。）は、当該手当の支給要件となる事実が発生した月の翌月の基本給の支給日に支給する。ただし、

事務処理上やむを得ない事情が存在する場合には、翌々月に支給することがある。 
6 第1項及び前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる非常の場合の費用に充てるため、請求があった場合には、既往の勤

務に対する基本給及び諸手当を速やかに支給する。職員が退職し若しくは解雇されたとき、又は大学が特に必要と認めたとき

も、同様とする。 
(1) 職員又はその収入によって生計を維持している者が結婚若しくは出産し、疾病にかかり、災害に遭い、又は死亡したため、

費用を必要とするとき。 
(2) 職員又はその収入によって生計を維持している者がやむを得ない事情により1週間以上にわたって帰郷するとき。 
 
(給与の支給原則等) 

第5条 給与は、職員に直接、その全額を通貨で支給する。 
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、給与からこれを控除して支給する。 

(1) 源泉所得税 
(2) 住民税 
(3) 共済組合保険料 
(4) 厚生年金保険料 
(5) 雇用保険料 
(6) 前各号に定めるもののほか、労基法第24条第1項ただし書に基づく協定により、給与からの控除が認められたもの。 

3 労働時間規程第3条第1項第1号の適用を受ける者(以下「フルタイム勤務嘱託職員」という。)については、前項第3号及び第4
号を併せて「共済組合保険料」と読み替え、これを適用する。 

4 第1項の規定にかかわらず、職員の同意を得た場合には、給与はその指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座等へ

振り込むことにより、これを支給する。 
 

(日割計算等) 
第6条 月の途中で、職員となった者又は退職し、若しくは解雇された者の基本給は、日割計算に基づき、これを支給する。 



2 前項の日割計算は、その期間の総日数から労働時間規程第8条に規定する所定休日の日数を差し引いた日数(パートタイム勤

務嘱託職員については、所定労働日数)を基礎として、これを行う。 
3 第1項の規定にかかわらず、職員が死亡したときは、その月の末日まで勤務したものとして、基本給を支給する。 
 

(勤務1時間当たりの給与額の算出) 
第7条 第19条から第21条まで及び第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、基本給を1か月当たりの平均所定労働時間数

で除して得た額とする。 
2 前項の規定にかかわらず、第19条から第21条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、当該勤務が、高所作業手当、爆発

物取扱等作業手当、死体処理手当、放射線取扱手当、異常圧力内作業手当又は災害派遣医療等手当が支給されることとなる作

業又は業務に該当する場合は、当該業務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては、その額を1
週間における1日当たりの平均所定労働時間数で除した額、1月単位で支給されるものにあっては、その額を1か月当たりの平

均所定労働時間数で除した額)を前項に定める額に加算した額とする。 
 

(端数計算) 
第8条 第19条から第21条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日手当又は夜勤手当の額及び第25条に

規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50
銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。 

 
(端数の処理) 

第9条 この規程により計算した給与の確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。 
 

第2章 基本年俸 
 
(基本年俸の支給) 

第10条 基本年俸は、次条の基本年俸表に定める号数に基づき、これを支給する。 
 

(基本年俸の種類等) 
第11条 基本年俸の種類は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 任期付嘱託職員基本年俸表(別表第1) 
(2) 特例任期付嘱託職員基本年俸表(別表第2) 

2 前項の基本年俸表に定める基本年俸の額は、国家公務員等の給与改定状況のほか、大学の財務状況等を勘案し、これを改定す

るものとする。 
3 その職務の特殊性にかんがみ基本年俸額を調整する必要のある職の範囲については、別表第3に定める。 
 

(年俸額等の決定) 
第12条 職員の基本年俸は、再雇用選考委員会の議を経て、これに適用すべき号数及びその区分を決定する。 
2 前項の号数及びその区分は、前年度の評価結果に基づき、これを変更することがある。 
3 前2項の規定により、号数を決定又は変更した場合には、原則として基本年俸表に定める標準の区分を適用する。 
4 前3項の規定にかかわらず、労働契約の期間中は、基本年俸表に定める年俸額に増減があった場合においても、労働契約の更

新時を除き、原則として契約時の基本年俸表を適用するものとする。 
 
第3章 諸手当 

 
(通勤手当) 

第12条の2 通勤手当は、次の各号に掲げる職員(1週当たりの勤務日数が1日以上である者に限る。)の区分に応じて支給する。 
(1) 通勤のため電車等の公共交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用する職員にあっては、算出単位期

間につき、別に定めるところにより算出したその者の算出単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等

相当額」という。)とする。ただし、運賃等相当額を算出単位期間の月数で除して得た額（以下「1か月当たりの運賃等相当

額」という。）が55,000円を超えるときは、55,000円に算出単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を

利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えると

きは、その者の通勤手当に係る算出単位期間のうち最も長い算出単位期間につき、55,000円に当該算出単位期間の月数を乗

じて得た額)とする。 
(2) 通勤のため自動車等の交通手段を使用することを常例とする職員にあっては、次に掲げる職員の区分に応じて、算出単位

期間につき、それぞれ次に定める額(1か月当たりの通勤回数が10回に満たない者については、その額に100分の50を乗じて

得た額)とする。 
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円 



イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円 
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,300円 
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,400円 
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,500円 
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,600円 
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,700円 
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 22,800円 
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 25,900円 
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 29,100円 
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 32,300円 
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 35,500円 
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 38,700円 

 (3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員にあっては、

前2号に掲げる額の合計額(1か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の

通勤手当に係る算出単位期間のうち、最も長い算出単位期間につき、55,000円に当該算出単位期間の月数を乗じて得た額)
とする。ただし、自動車等の使用距離が2キロメートル未満である職員に支給する通勤手当の月額は、第1号により算出した

額とし、その額が前号に定める額に満たないときは、前号に定める額とする。 
(4) 前3号に規定する通勤手当は、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離(一般に利用しうる最短の経路の長さによる

ものとする。)が片道2キロメートル未満である者には支給しない。 
2 通勤手当は、前項に規定する金額を算出単位期間で除して得た額を各月の第4条に定める日に支給する。 
3 この条において「算出単位期間」とは、通勤手当の算出の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位とし

て別に定める期間（自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月）をいう。 
4 前項までに規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。 

 
(高所作業手当) 

第13条 高所作業手当は、大学の施設部に所属する職員が地上15メートル以上の足場の不安定な場所で、営繕工事の監督に従事

した場合に、これを支給する。 
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、200円(当該作業が地上30メートル以上の場所で行われたときは、300円)と
し、作業に従事した時間が4時間に満たないときは、その額に100分の60を乗じて得た額とする。 

 
(爆発物取扱等作業手当) 

第14条 爆発物取扱等作業手当は、職員が高圧ガスを製造し、又は充填する作業に直接従事した場合に、これを支給する。 
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき300円とし、作業に従事した時間が4時間に満たないときは、180円とする。 

 
(死体処理手当) 

第15条 死体処理手当は、次の各号に掲げる場合に支給するものとし、その手当の額は作業に従事した日1日につき、当該各号

に定める額とする。ただし、同一の日において第1号及び第2号の作業の双方に従事した場合には、第2号の作業に係る手当を

支給しない。 
(1) 医学部又は医学系研究科に所属する職員が、所属部局における死体の処理作業に従事したとき。 3,200円 
(2) 職員が、教育研究に必要な死体の外部からの引き取り又は搬送の作業に従事したとき。 1,000円 

 
(放射線取扱手当) 

第16条 放射線取扱手当は、次に掲げる業務に従事した場合に、これを支給する。 
(1) 診療放射線技師又は診療エックス線技師若しくはこれに準ずる勤務を命じられているエックス線助手が、エックス線そ

の他の放射線を人体に対して照射する作業に従事して、月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし、その実効線量

が100マイクロシーベルト以上であったことが測定により認められたとき。 
(2) 前号に規定する場合のほか、大阪大学放射線障害予防通則第２条に定める施設の管理区域内において、放射線業務を行う

職員が、月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし、その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったことが

測定により認められたとき。 
2 前項の手当の額は、同項に規定する場合に該当することとなった月1月につき7,000円とする。 

 
(異常圧力内作業手当) 

第17条 異常圧力内作業手当は、職員が高気圧治療室内において高圧の下で診療又は臨床実験の作業に従事した場合に、これを

支給する。 
2 前項の手当の額は、次の表に掲げる気圧の区分に応じ、作業に従事した時間１時間につき、同表に定める額とする。 
 



気圧の区分 手当額 
0.2メガパスカルまで 210円 
0.3メガパスカルまで 560円 
0.3メガパスカルを超えるとき 1,000円 

 
(夜間看護手当) 

第18条 夜間看護手当は、助産師、看護師又は准看護師が、所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が午後10時から午前5時
までの間(以下「深夜」という。)に行われる看護等の業務に従事した場合に、これを支給する。 

2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、次の表に定める額とする。 
 勤務の区分 手当額 

勤務時間が深夜の全部を含む勤務 9,000円 
深夜における勤務時間が4時間以上の勤務 4,400円 
深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の勤務 3,800円 
深夜における勤務時間が2時間未満の勤務 2,600円 

 
(夜間診療等手当) 

第18条の2 夜間診療等手当は、特例嘱託医療技術職員のうち、医学部附属病院長又は歯学部附属病院長が指定する者が、所定

の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜に行われる診療等の業務に従事した場合に、これを支給する。 
2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、次表に定める額とする。 

勤務の区分 手当額 

勤務時間が深夜の全部を含む勤務 4,500 円 

深夜における勤務時間が 4 時間以上の勤務 2,200 円 

深夜における勤務時間が 2 時間以上 4 時間未満の勤務 1,900 円 

深夜における勤務時間が 2 時間未満の勤務 1,300 円 

 
(災害派遣医療等手当) 

第 18 条の 3 災害派遣医療等手当は、職員が、災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)及び大阪府災害救助法施行細則(昭和 44 年

大阪府規則第 48 号)その他の関係法令に基づき災害派遣され、医療等の業務に従事した場合に支給する。 
2 前項の手当の額は、大阪府災害救助法施行細則第 3 条及び別表第 2 に定める日当額に準じ、これを改定するものとする。  
3 前 2 項に規定するほか、災害派遣医療等手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。 
 

(超過勤務手当) 
第19条 労働時間規程第5条第1項及び第6条第1項に基づき、超過勤務を命じられた職員には、次の各号のとおり超過勤務手当を

支給する。 
 (1) フルタイム勤務嘱託職員 超過勤務を命じられた時間1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分

の125(その勤務が深夜に行われた場合は、100分の150) 
 (2) パートタイム勤務嘱託職員 超過勤務を命じられた時間1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100

分の100(その勤務が深夜に行われた場合は、100分の125)  
2 前項第2号の超過勤務により1日8時間又は1週40時間の法定労働時間を超える場合には、その超えた時間1時間につき、第7条
に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が深夜に行われた場合は、100分の150)を超過勤務手当として支

給する。 
3 前2項の規定にかかわらず、1日8時間又は1週40時間の法定労働時間を超えて超過勤務を命じられた時間(労働時間規程第5条
第1項及び第6条第1項に基づく休日勤務(法定休日における勤務を除く。)を命じられた時間を含む。)が1か月につき60時間を超

える場合には、その超える部分について、勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜に行われた場合は、100分
の175)を超過勤務手当として支給する。 

4 前3項の規定にかかわらず、管理又は監督の地位にある職員(嘱託職員(マネジメントクラス)がこれに該当する。以下「管理職」

という。)のほか、労基法第41条第2号に規定する機密の事務を取り扱う者に該当する職員には、超過勤務手当を支給しない。 

 
(休日手当) 

第20条 労働時間規程第5条第1項及び第6条第1項に基づき、休日勤務を命じられた職員には、当該休日勤務を命じられた時間1
時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜において行われるときは、100分の160)
を休日手当として支給する。 

2 前条第4項の規定は、休日手当について、これを準用する。 
 

(夜勤手当) 



第21条 労働時間規程第7条第1項に基づき、深夜に勤務することを命じられた職員には、当該勤務を命じられた時間1時間につ

き、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する(前2条の規定により、深夜に勤務を命

じられた時間を含めて、超過勤務手当又は休日手当が支給される場合を除く。)。 
2 管理職の基本年俸には、前項に規定する夜勤手当が含まれるものとする。 
 
第22条 削除 
 

(併給禁止) 
第22条の2 第11条第3項の規定により基本年俸額の調整を受ける職員(別表第3第4号に係るものに限る。)には、放射線取扱手当

は支給しない。 
2 高所作業手当の支給される日については、爆発物取扱等作業手当は支給しない。ただし、支給されないこととなる爆発物取扱

等作業手当の額が高所作業手当の額を超えるときは、爆発物取扱等作業手当を支給し、高所作業手当は支給しない。 
 

第4章 給与の特例等 
 
(休職期間中の給与) 

第23条 職員が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下 「労災保険法」という。)第7条第1項第1号に規定する業務災

害(以下「業務災害」という。)に遭い、療養のため、就業規則第10条第1号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職

の期間中、給与の全額(労災保険法第14条に規定する休業補償給付(休業特別支給金を含む。)を受けたときは、これを控除した

額)を支給する。 
2 前項に規定する場合を除き、職員が就業規則第10条第1号に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、給与を支給

しない。職員が刑事事件に関して起訴され、就業規則第10条第2号の規定に基づく休職に付された場合も、同様とする。 
3 職員が就業規則第10条第3号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、基本給の100分の70(就業規則第10

条第3号に該当する場合であって当該職員が業務災害に遭ったと認められるときは、100分の100)の範囲内で、給与を支給する

ことができる。 
4 職員が就業規則第10条第4号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、基本給の100分の100の範囲内で、

給与を支給することができる。 
5 休職期間中の職員に対しては、他に別段の定めのない限り、第1項、第3項及び前項に規定する給与を除くほか、いかなる給与

も支給しない。 
 

(特別休暇の期間中における給与の取扱い) 
第24条 労働時間規程第20条に規定する特別休暇の期間中における給与の取扱いについては、別に定める。 
 

(給与の減額) 
第25条 職員が勤務しなかった場合には、他に別段の定めのない限り、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務し

なかった時間数を乗じて得た額を減額して、給与を支給する。 
 

第5章 規程の実施 
 
(実施に関し必要な事項) 

第26条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。 
 

附 則 
 この規程は、平成19年4月1日から施行する。 
 

附 則 
 この改正は、平成20年10月20日から施行する。 

 
附 則 

 この改正は、平成22年4月1日から施行する。 
 

附 則 
 この改正は、平成23年3月22日から施行し、平成22年9月1日から適用する。 
 

附 則 
 (施行期日等) 



1 この改正は、平成 23 年 11 月 28 日から施行し、平成 23 年 3 月 11 日から適用する。 
(災害応急作業等手当) 

2 第 3 条第 2 項の規定にかかわらず、当分の間、大規模な自然災害等に対処するための作業に従事した職員には、別に定める

ところにより、災害応急作業等手当を支給する。 
3 第 7 条第 2 項の規定にかかわらず、第 19 条から第 21 条までに規定する勤務 1 時間当たりの給与額は、当該勤務が、災害応

急作業等手当が支給されることとなる作業に該当する場合は、当該業務に係る勤務 1 時間当たりの手当の額(その額を 1 週間

における 1 日当たりの平均所定労働時間数で除した額)を同条第 1 項に定める額に加算した額とする。 
(併給禁止) 

4 災害応急作業等手当が支給されることとなる日については、第 16 条第 1 項各号に規定する外部放射線の実効線量測定対象期

間から除くこととする。 
 

附 則 
この改正は、平成 24 年 1 月 1 日から施行する。 
 

附 則 
この改正は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 

 
附 則 

(施行期日) 
1 この改正は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 

(特例任期付嘱託職員の基本年俸額の調整に関する経過措置) 
2 改正後の別表第 2 の定めにかかわらず、施行日の前日において、別表第 2 の「調整 2」欄の基本年俸額の支給を受けていた者

の基本年俸額については、その契約期間(更新期間を含む。)が満了するまでの間、改正前の別表第 2 を適用する。 
 

附 則 
この改正は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 

 
附 則 

この改正は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 
 

附 則 
この改正は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

 
附 則 

この改正は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 
 

附 則 
この改正は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

 
附 則 

  この改正は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 
 

附 則 
  この改正は、令和 2 年 8 月 19 日から施行し、令和 2 年 4 月 1 日から適用する。 
 

附 則 
(施行期日等) 

1 この改正は、令和3年4月1日から施行する。 
(災害応急作業等手当の廃止) 

2 附則(平成23年11月28日施行、平成23年3月11日適用)第2項に規定する「当分の間」の措置は、令和3年3月31日をもって廃止

する。 
 

附 則 
この改正は、令和 3 年 6 月 17 日から施行し、令和 2 年 4 月 1 日から適用する。 

 
附 則 



  この改正は、令和 3 年 10 月 1 日から施行する。 
 

附 則 
  この改正は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。 
 

附 則 
  この改正は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。 
 

附 則 
  この改正は、令和 5 年 10 月 1 日から施行する。 
 

附 則 
  この改正は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
 

附 則 
  この改正は、令和 6 年 7 月 1 日から施行する。 
 

附 則 
  この改正は、令和 6 年 10 月 1 日から施行する。 
 

附 則 
  この改正は、令和 7 年 4 月 1 日から施行する。 
 
    附 則 

この改正は、令和 7 年 5 月 21 日から施行し、令和 7 年 5 月 7 日から適用する。 
 

附 則 
  この改正は、令和 7 年 10 月 1 日から施行する。 
 

附 則 
  この改正は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。ただし、第 3 条、第 12 条の 2 及び第 22 条の改正規定は令和 7 年 12 月 1 日

から施行する。 
 



別表第1　任期付嘱託職員基本年俸表(第11条関係)

フルタイム
勤務嘱託職員

パートタイム
勤務嘱託職員

フルタイム
勤務嘱託職員

パートタイム
勤務嘱託職員

フルタイム
勤務嘱託職員

パートタイム
勤務嘱託職員

(＋2 ) 6,368,100 ― 6,445,500 ― 6,521,700 ―

(＋1 ) 6,124,500 ― 6,208,500 ― 6,292,200 ―

標準 5,880,900 ― 5,971,500 ― 6,062,700 ―

(－1 ) 5,637,300 ― 5,734,500 ― 5,833,200 ―

(＋2 ) 5,388,000 4,548,300 5,493,900 4,644,000 5,597,700 4,748,700

(＋1 ) 5,144,400 4,374,600 5,256,900 4,473,900 5,368,200 4,578,600

標準 4,900,800 4,200,900 5,019,900 4,303,800 5,138,700 4,408,500

(－1 ) 4,691,700 4,027,200 4,815,000 4,133,700 4,938,300 4,238,400

(＋2 ) 4,479,000 3,848,100 4,605,300 3,958,500 4,730,400 4,076,100

(＋1 ) 4,269,900 3,674,400 4,400,400 3,788,400 4,530,000 3,906,000

標準 4,060,800 3,500,700 4,195,500 3,618,300 4,329,600 3,735,900

(－1 ) 3,851,700 3,327,000 3,990,000 3,447,900 4,128,000 3,565,500

(＋2 ) 3,638,700 3,147,900 3,780,000 3,271,200 3,921,000 3,400,800

(＋1 ) 3,429,600 2,974,200 3,574,500 3,100,500 3,719,400 3,230,100

標準 3,220,500 2,800,500 3,369,000 2,930,700 3,517,800 3,060,300

(－1 ) 3,046,800 2,626,800 3,197,400 2,758,800 3,348,300 2,888,400

(＋2 ) 2,867,700 2,448,000 3,020,700 2,580,900 3,172,200 2,718,000

(＋1 ) 2,694,000 2,274,300 2,849,100 2,408,400 3,002,700 2,545,500

標準 2,520,300 2,100,600 2,677,500 2,237,700 2,833,200 2,374,800

(－1 ) 2,346,600 1,991,484 2,505,900 2,065,200 2,663,700 2,202,300

※　マネジメントクラスの適用にあたっては、フルタイム勤務嘱託職員に限るものとする。

基本年俸額(円)

エキスパート

ユニバーサル

標　　　準 調　整　1 調　整　2

マネジメント

アッパー

ミドル

ク　ラ　ス 区　　分



別表第2　特例任期付嘱託職員基本年俸表(第11条関係)

フルタイム
勤務嘱託職員

パートタイム
勤務嘱託職員

フルタイム
勤務嘱託職員

パートタイム
勤務嘱託職員

フルタイム
勤務嘱託職員

パートタイム
勤務嘱託職員

(＋2 ) 5,731,500 5,015,400 5,854,200 5,122,800 5,977,500 5,229,900

(＋1 ) 5,666,100 4,958,100 5,788,800 5,065,500 5,912,100 5,172,600

標準 5,600,700 4,900,800 5,723,400 5,008,200 5,846,700 5,115,300

(－1 ) 5,537,700 4,843,500 5,660,400 4,950,900 5,783,700 5,058,000

(＋2 ) 5,470,200 4,781,700 5,592,900 4,889,400 5,715,300 4,996,800

(＋1 ) 5,407,200 4,724,400 5,529,900 4,832,100 5,652,300 4,939,500

標準 5,344,200 4,667,100 5,466,900 4,774,800 5,589,300 4,882,200

(－1 ) 5,278,800 4,609,800 5,401,500 4,717,500 5,523,900 4,824,900

(＋2 ) 5,206,500 4,549,200 5,329,200 4,656,600 5,451,600 4,763,100

(＋1 ) 5,141,100 4,491,900 5,263,800 4,599,300 5,386,200 4,705,800

標準 5,075,700 4,434,600 5,198,400 4,542,000 5,320,800 4,648,500

(－1 ) 5,010,300 4,377,300 5,133,000 4,484,700 5,255,400 4,591,200

(＋2 ) 4,937,700 4,315,500 5,061,000 4,422,600 5,183,400 4,530,000

(＋1 ) 4,872,300 4,258,200 4,995,600 4,365,300 5,118,000 4,472,700

標準 4,806,900 4,200,900 4,930,200 4,308,000 5,052,600 4,415,400

(－1 ) 4,741,500 4,143,600 4,864,800 4,250,700 4,987,200 4,358,100

(＋2 ) 4,669,500 4,081,800 4,792,200 4,189,200 4,914,900 4,296,600

(＋1 ) 4,604,100 4,024,500 4,726,800 4,131,900 4,849,500 4,239,300

標準 4,538,700 3,967,200 4,661,400 4,074,600 4,784,100 4,182,000

(－1 ) 4,473,300 3,909,900 4,596,000 4,017,300 4,718,700 4,124,700

(＋2 ) 4,401,300 3,848,700 4,523,700 3,955,500 4,646,400 4,062,900

(＋1 ) 4,335,900 3,791,400 4,458,300 3,898,200 4,581,000 4,005,600

標準 4,270,500 3,734,100 4,392,900 3,840,900 4,515,600 3,948,300

(－1 ) 4,205,100 3,676,800 4,327,500 3,783,600 4,450,200 3,891,000

(＋2 ) 4,133,100 3,615,300 4,255,800 3,722,700 4,377,900 3,830,100

(＋1 ) 4,067,700 3,558,000 4,190,400 3,665,400 4,312,500 3,772,800

標準 4,002,300 3,500,700 4,125,000 3,608,100 4,247,100 3,715,500

(－1 ) 3,936,900 3,443,400 4,059,600 3,550,800 4,181,700 3,658,200

(＋2 ) 3,864,900 3,381,600 3,987,300 3,489,000 4,109,400 3,596,400

(＋1 ) 3,799,500 3,324,300 3,921,900 3,431,700 4,044,000 3,539,100

標準 3,734,100 3,267,000 3,856,500 3,374,400 3,978,600 3,481,800

(－1 ) 3,671,100 3,209,700 3,793,500 3,317,100 3,915,600 3,424,500

(＋2 ) 3,603,300 3,148,500 3,726,000 3,255,600 3,848,700 3,363,300

(＋1 ) 3,540,300 3,091,200 3,663,000 3,198,300 3,785,700 3,306,000

標準 3,477,300 3,033,900 3,600,000 3,141,000 3,722,700 3,248,700

(－1 ) 3,411,900 2,976,600 3,534,600 3,083,700 3,657,300 3,191,400

(＋2 ) 3,339,600 2,915,100 3,462,600 3,022,500 3,585,000 3,129,600

(＋1 ) 3,274,200 2,857,800 3,397,200 2,965,200 3,519,600 3,072,300

標準 3,208,800 2,800,500 3,331,800 2,907,900 3,454,200 3,015,000

(－1 ) 3,143,400 2,743,200 3,266,400 2,850,600 3,388,800 2,957,700

(＋2 ) 3,071,100 2,681,100 3,193,800 2,789,100 3,316,200 2,896,800

(＋1 ) 3,005,700 2,623,800 3,128,400 2,731,800 3,250,800 2,839,500

標準 2,940,300 2,566,500 3,063,000 2,674,500 3,185,400 2,782,200

(－1 ) 2,874,900 2,509,200 2,997,600 2,617,200 3,120,000 2,724,900

(＋2 ) 2,802,600 2,448,600 2,925,600 2,555,700 3,047,700 2,662,800

(＋1 ) 2,737,200 2,391,300 2,860,200 2,498,400 2,982,300 2,605,500

標準 2,671,800 2,334,000 2,794,800 2,441,100 2,916,900 2,548,200

(－1 ) 2,606,400 2,276,700 2,729,400 2,383,800 2,851,500 2,490,900

(＋2 ) 2,534,700 2,215,200 2,657,100 2,322,300 2,779,500 2,429,700

(＋1 ) 2,469,300 2,157,900 2,591,700 2,265,000 2,714,100 2,372,400

標準 2,403,900 2,100,600 2,526,300 2,207,700 2,648,700 2,315,100

(－1 ) 2,338,500 2,043,300 2,460,900 2,150,400 2,583,300 2,257,800

1

2

13

8

12

5

6

7

3

9

10

11

4

区　分

基　本　年　俸　額(円)

標　　　準
号　数

調　整　1 調　整　2



勤務箇所 職員 調整数

(1)　危険な病原体又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを常例

   とする病理細菌技術者

(2)　(1)に掲げる業務に従事することを主たる職務内容とする職員

2．人間科学研究科附属比較

　行動実験施設及び微生物
　病研究所

(1)　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号) 第6条に定める感染症の病原

   体その他の危険な病原体を保有する動物の飼育又は当該動物について行う実験の業務に直接従事することを主た

   る職務内容とする職員

1

(1)　結核患者を専ら入院させるための病棟(以下「結核病棟」という。)又は精神病患者を専ら入院させるための

   病棟(以下「精神病棟」という。)に勤務する看護助手

(2)　結核病棟又は精神病棟に勤務する看護師及び准看護師(当該病棟のみを担当している者に限る。)

(3)　危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌

   技術者

(4)　放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診

   療放射線技術者

(5)　精神病患者の作業療法に直接従事することを本務とする作業療法技術職員

(6)　危険な病原体及び汚物の付着した物件を直接取り扱うことを常態とする洗濯員

(7)　結核病棟、精神病棟又は集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させるための病棟(以下「集中治療病

   棟」という。)に勤務する看護師及び准看護師

(8)　集中治療病棟(脳卒中センター(脳卒中ケアユニット)に限る。)に勤務し、作業療法又は理学療法に直接従

   事することを本務とする作業療法技術職員又は理学療法技術職員

(9)　手術部(中央手術室)に勤務する看護師長、看護師及び准看護師

(10)　受付その他の窓口業務を外来患者及び入院患者に直接接して行うことを常態とする患者係事務職員

(1)　放射線発生装置(サイクロトロン)若しくは測定器その他の放射線発生装置に附属する実験設備の運転及び保守

   又はこれらを使用して行う実験及び研究(大学が別に定めるものに限る。)の業務に直接従事することを本務と

   する職員

(2)　放射線発生装置(高エネルギー加速器等を除く。)を有する施設における放射線の安全管理、放射性物質の管理

   又は放射性廃棄物の処理の業務に直接従事することを本務とする職員

4．核物理研究センター

1

別表第3　適用区分表(第11条関係)

1．医学部、医学系研究科及

　び附置研究所
1

3．医学部附属病院及び歯学

　部附属病院

2

1
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